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平成23年度　病院事業会計経営健全化審査意見書

1　審査の概要

この経営健全化審査は、組合長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎とな
る事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

2　審査の結果

（1）総合意見

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、
いずれも適正に作成されているものと認める。

記

比率名 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��経営健全化基準 儖X������ﾖﾂ�

資金不足比率 ���C��20．0％ 凩��c�x���c�ﾘh,ﾈｴｹ.�,�.h.磯hｼh,ﾂ�ｴｹlﾘ/�蟀.��

（2）個別意見

（∋　資金不足比率について

決算審査意見書に記載した病院事業の財務の短期流動性を表示する流動比率
は493．7％となっているが、経営健全化審査における資金不足比率を算出
するにあたって、実質的な資金不足額を把握するため平成23年度に償還する
企業債の予定額を「1年基準」に基づき流動負債に算入して計算すると実質流
動比率は、362．7％となる。したがって、実質的な資金不足比率は資金不
足額が発生していないので、経営健全化基準の20．0％と比較すると良好な状
況にあると認められる。

（3）是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。
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